青森県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則案の概要

令和８年３月
青森県県土整備部都市計画課

１　趣旨
　　令和３年に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、盛土等による災害から国民の生命・財産を守るため、土地の用途にかかわらず全国一律の基準で包括的に盛土等を規制することを目的に、令和４年５月に従前の宅地造成等規制法を大幅改正することで、「宅地造成及び特定盛土等規制法」、通称「盛土規制法」が公布され、令和５年５月に施行されました。
　　これを受け、青森県でも令和８年４月１日付けで中核市である青森市、八戸市とともに県内全域を規制区域に指定し、盛土規制法に基づく規制を開始します。
　　規制開始後は、一定規模以上の盛土、切土、土石の堆積を行う工事については、許可申請や届出が必要となります。
このうち許可申請手続において、適正な盛土等が行われるよう審査・指導などの業務を行うに当たり、円滑に業務を行うために当該事務処理に必要な書類等について規定する必要が生じたものです。

２　施行細則案の概要
　　作成した青森県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則案では、許可申請に係る事務処理を円滑に行うために必要な書類について規定するほか、県職員が盛土規制法に基づき立入調査や検査を行う際の身分証明書、必要な様式の定め方について規定しています。

３　今後の予定
　　公布：令和８年３月
　　施行：令和８年４月１日
